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■施行内容

① 補償調査

⇒補償内容を確認させていただくため、敷地や建物の中に立入らせていただき、補

償物件を算定させていただきます。算定後は権利者に補償金額を提示し、交渉を

経て、補償金額に合意の後、市と契約させていただきます。

② 建物・工作物等の移転

⇒補償交渉後、権利者の皆様は建物等の撤去、曳家等の工事をしていただきます。

③ 道路の築造工事

⇒上下水道等の整備や道路を築造します。（用地空け・仮設工事を含む）

④ 宅地の整地工事

⇒宅地となる場所の整備をします。（用地空け・仮設工事を含む）

■従前地の建築について

土地区画整理事業地区内で次の行為をされようとする方は、東京都知事許可が必要に

なります。

① 建築物その他の工作物の新築・増改築・土地の形質の変更

② 五トン以上の物件の設置もしくは堆積

具体的な建物の移転等の計画がある方については、市にご相談していただくようお願

いいたします。事業進捗上支障となる場合は、不許可となることもあります。また、許

可を得ない場合、将来の移転・除却の費用が補償されない場合がありますので、ご注意

ください。

■東小金井駅北口土地区画整理事業施行予定箇所

上記の図は、今年度の工事予定箇所と今年度から平成２２年度までの３か年で①補償

調査、②建物・工作物等の移転、③道路の築造工事、④宅地の整地工事のいずれかを行

う予定箇所になります。今後該当される箇所の方につきましては、建物等を事前に調査

させていただき、補償額の算定及び移転補償に際しての協議を行っていくこととなりま

すので、ご協力をお願いいたします。

なお、建物を実際に移転していただく時期については、建物調査を行ってから１年～

数年先の予定となりますので、ご理解をお願いいたします。


